
 

和解契約書(一部) 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５及びＸ６（以下「申立

人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、

次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の損害期間に

限る。）について和解することとし、それ以外の点（生命・身体的損害に関す

る慰謝料、通院交通費及び診断書取得料その他実費並びに財物損害を含むが

これに限らない。）については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認す

る。 

記 

（１）損害項目  

①避難費用交通費 

（Ｘ１ ６万２０００円、Ｘ４ ３万４０００円) 

②家財道具移動費用（Ｘ１ １万円） 

③一時立入費用（Ｘ１ １２万円） 

④精神的損害（Ｘ４以外 各９０万円、Ｘ４ ９２万円) 

⑤その他別紙記載の損害（Ｘ１ １０８万０４９０円） 

⑥就労不能損害（Ｘ４ １０８万３１５５円） 

（２）期  間 平成２３年３月１１日から平成２３年１１月末日まで 

２ 和解金額 

被申立人は、前項記載の損害項目及び期間についての和解金として、申立

人Ｘ１に２１７万２４９０円、Ｘ４に２０３万７１５５円、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ

５及びＸ６にそれぞれ９０万円の支払義務があることを認める。 

３ 既払金 

  申立人ら及び被申立人は、被申立人が申立人らに対し、第１項記載の損害

に対する賠償金の一部として合計２８０万円を支払済みであることを確認し、

この既払い金２８０万円全額について第２項記載の和解金額合計７８０万９

６４５円と清算する。 

４ 支払方法 

  （省略） 

５ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立

人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付す

る。 

警戒区域から避難した家族について、精神疾患の悪化による損害などが賠

償された事例。 
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平成２４年９月１９日 

 

 

（仲介委員 竹原虎之助） 

 

別紙 

 

・布団セット              ２８，８００円 

・布団カバー               ８，８８０円 

・毛布                 １３，６８０円 

・シーツ                 ７，６８０円 

・枕                   ５，８８０円 

・コタツ（大型）            １９，８００円 

・コタツ布団・敷布            ９，８００円 

・コタツ（小型）             ５，８００円 

・コタツ布団・敷布            ４，８００円 

・テレビ（３２型）（○○）製       ３２，８００円 

・テレビ台（簡易型）           ２，８００円 

・テレビＢＳアンテナセット        ５，９８０円 

・冷蔵庫                ３４，８００円 

・電子レンジ               ５，９８０円 

・電気ポット               ４，８００円 

・洗濯機                ２７，８００円 

・掃除機                 ７，９８０円 

・加湿器                 ６，８００円 

・ガスコンロ               ７，８００円 

・炊飯器                 ９，８００円 

・電磁掛け時計              ３，４８０円 

・照明機器               １４，４００円 

・カーテン               １７，１４０円 

・自転車                １９，６００円 

・自転車（６段変速ギヤ付）       ２４，０００円 

・衣服、下着             １８０，０００円 

・料理用容器、生活用小物        ５０，０００円 

・タイヤ代               ５８，２９０円 

・エアコン               ４５，０００円 

・カーポート              ９９，６００円 

・カーテン               １９，０２０円 

・「南相馬市避難先での物品購入費」    ２０，０００円 

・平成２３年３月～７月分までの家賃  ２７７，５００円 

 



 

和解契約書(一部) 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）につき、申立人Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５及びＸ６（以下「申立人ら」

という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとお

り和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、下記以外の点については、本和解の効力は及ばない

ことを相互に確認する。 

記 

（１） 損害項目：申立人Ｘ２の生命身体的損害に関する一切の損害（治療費、文書    

料、慰謝料を含むがそれに限らない）      １００万円 

期  間：自 平成２３年３月１１日 

至 平成２３年１２月２０日 

（２）損害項目：避難費用（家賃相当額）            月額５万円 

期  間：自 平成２３年８月１日 

        至 Ｘ５所有に係る双葉郡富岡町所在の自宅建物につき被申立人

から賠償金を受領する月まで 

２ 支払方法 

  （省略） 

３ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申立人

が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本

和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２４年１２月２８日 

 

 

（仲介委員 竹原虎之助） 

警戒区域から避難した家族について、精神疾患の悪化による損害などが賠償さ

れた事例。 
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